
病児保育室『チルチルミチル』 利用の手引き 

１．利用日及び利用時間  

    月～土曜日  9：00～17：00  ※18：00 まで延長が可能です。 

    ※日曜、祝日、クリニックの臨時休業日は閉室となります。 

 

2．利用できるお子様 

   ・病気やけがのため、安静を必要とする乳幼児や児童（生後２か月から小学４年生まで） 

   ※保護者の就労目的に限らず、ご家族のお買い物などのために、一時的に利用する事も出来ます。 

 

3.利用定員 

    原則 1 日 3 名    

※お預かりするお子様同士の感染等が予想される場合には、利用定員以内でも利用できない場合がありま

す。 

 

4．利用料 

清瀬市内在住の方 
 
 
 
 
 
 

 
※保育料・延長料には清瀬市の子育てキラリクーポンをご利用いただけます。 

実質負担金 0 円となりますので、ご利用の方は必ずお持ちください。 

クーポン券をお忘れの場合、日を改めてのご精算はできません。 

また、クーポン券は、ご本人のお名前以外は利用できませんので切り離さずお持ちください。 

※更新料は現金払いのみとなりますのでご注意ください。 

更新料は、年度初回利用日の朝に精算となっております。 

※利用料・更新料ともに、なるべくお釣りのない様にご用意をお願いいたします。 

※生活保護受給世帯、住民税非課税世帯の方は、清瀬市役所にお問い合わせください。 

  

 

   清瀬市外在住の方 

 

※更新料は、年度初回利用日の朝に精算となっております。 

※生活保護受給世帯、住民税非課税世帯の方は、各自治体にお問い合わせください。 

 

登録料 なし 

更新料 年度ごと 2,000 円 （2 人目以降 1,000 円） 

保育料 1 時間 500 円  

（お子様一人につき） 1 日 2,500 円 （5 時間以上 17 時まで） 

延長料 30 分 300 円 （17～18 時） 

登録料 1 世帯 4,000 円  

更新料 年度 2,000 円 （2 人目以降 1,000 円） 

保育料 1 時間 1,200 円  

（お子様一人につき） 1 日 6,000 円 （5 時間以上 17 時まで） 

延長料金 30 分 800 円 （17～18 時） 



 

５．利用方法 

＊お預かりまでの流れ＊ 

（1） 登録 

●事前登録が必要です。登録希望の方は必ずお電話にて登録予約をお願いいたします。 

●登録に必要なもの 

1. 会員登録用紙 

2. お迎えにみえる可能性がある方の顔写真(コピー可) 

3. 母子手帳の予防接種歴のコピー 

4. 武蔵野総合クリニック診察券(お持ちでない方は、受付で手続きをお願いします) 

5. 印鑑 

●登録申請書の記載内容（病歴、連絡先、学校等）に変更があった時は、ご連絡をお願いいたします。 

 

（2） 予約について  電話 090-9809-4150 (電話対応時間 平日 8 時～18 時まで) 

●前日の 13 時～予約受付を開始いたします。 

●電話対応時間外や閉室日、職員不在時は留守番電話対応となります。 

必ず①お名前 ②利用希望日・利用時間 ③連携協力機関受診の有無 ④お電話の繋がる連絡先をお話

しください。翌営業日の 8 時～順番にご連絡いたします。 

●受入れ状況によりキャンセル待ち又は、お断りさせていただく事もございます。 

 

●キャンセル待ちの際、ご利用の順番が回ってきた場合のみ当病児保育室からお電話いたします。 

      その際、お電話に出られなかった場合は次の方に順番が回りますのでご注意ください。 

 

●利用定員に達している場合は、連携医療機関を受診いただきましてもご利用になれません。予めご了承く

ださい。 

 

●連続利用は最大 3 日間まで可能です。4 日目以降もご利用になる場合は、再度ご予約ください。 

 

●当日の朝７：30 以降のキャンセルは、キャンセル料が発生します。 

1 週間以内に病児保育室まで直接のお支払いをお願いいたします。（クーポン可） 

当日 7:30～9:30 1,500 円 

9:30～連絡なし 2,500 円（清瀬市外の方：4,000 円） 

 

    ●連携協力機関での受診等によりご利用予定時間に間に合わずキャンセルする場合は、ご利用予定時間分

の料金をお支払いいただきますのでご注意ください。 

 



 

仮予約   本予約  の 2 パターンあります。 

 

仮予約  連携協力機関へ受診していない方が対象です。 

①当病児保育室へ電話予約をする 

②連携協力機関へ受診し、【病児・病後児保育医師連絡票】を取得する 

③受診後、当病児保育室へ再度連絡する 

その際、【病児・病後児保育医師連絡票】に記載の『病名・症状』、『安静度』を伝える 

        ④予約完了 

 

      本予約  連携協力機関へ受診済みの方が対象です。 

        ①連携協力機関へ受診し、【病児・病後児保育医師連絡票】を取得する 

        ②当病児保育室へ電話予約をする 

          その際、【病児・病後児保育医師連絡票】に記載の『病名・症状』、『安静度』を伝える 

        ③予約完了 

 

※連携協力機関へ受診の際【病児・病後児保育医師連絡票】の保護者欄へ記入しご持参ください。 

※必ず連携医療機関へ事前連絡をしてから受診してください。 

※医師が病児保育利用可能と判断した場合【病児・病後児保育医師連絡票】の記入を依頼してください 

      ※連携医療機関で受診できなかった場合、当病児保育室のご利用は出来ません。 

※病名・病状が変わった場合は再度受診いただき、新しい【病児・病後児保育医師連絡票】をご持参ください。 

 

※【病児・病後児保育医師連絡票】は当院または連携協力機関にて月 1 回まで保険対象となります。 

      ※【病児・病後児保育医師連絡票】および【利用申込み兼与薬依頼書】は当病児保育室の HP にてダウンロー

ドいただけます。 

 

 連携医療機関  

      ・宇都宮小児科内科クリニック、 

      ・花園医院 

      ・大塚耳鼻咽喉科 

      ・清瀬下宿中央診療所 

 

※上記医院は協力医療機関です。病児保育利用について等のお問い合わせは、連携医療機関ではなく病児保育

室チルチルミチルへお願いいたします。 

 

※月(隔週)・木・土曜日のみ利用当日の朝、武蔵野総合クリニックにて受診ができます。 

その際、連携協力機関への事前受診は必要ありません。 

お電話にて当病児保育室へお問い合わせください。 

 

こちらの連携医療機関以外では

病児・病後児医師連絡票の発行

はいたしておりません。 



 

●利用当日 

【利用申込み兼与薬依頼書】をご記入の上、【病児・病後児保育医師連絡票】と共にご持参ください。 

※服用が必要なお薬がある場合は、申込書内の与薬依頼欄に必要事項を記入し、お薬の説明書も一緒に 

ご持参ください。説明書がない場合は、お薬をお預かり出来ません。 

※当日受け入れ時、【対象とならない病気】に当てはまる場合や、当日お子様の健康状態によってはご利用をお断

りさせていただきます(当日のキャンセル料はかかりません)。 

※予約時間に遅れる場合は必ず《090-9809-4150》までご連絡ください。 

 

●持ち物 

    すべてに名前を記載し（オムツ含む）、１つの袋にまとめてお持ち下さい。 

□昼食・おやつ、水分（必要な方） ※内容が心配な方はご相談ください 

□ミルク・哺乳瓶（必要な方のみ、飲む回数分） 

□湯冷まし 

□食事用エプロン・おしぼりタオル 各 2 枚(必要な方のみ) 

□手拭きタオル 1 枚（ループ付きの物） 

□よだれかけ 2～3 枚（必要な方のみ） 

□おむつ（必要な方のみ）、おしりふき（必要な方のみ） 

□お昼寝用のバスタオル ２枚（体に合ったサイズのもの） 

□着替え（衣類・下着） 

□汚れ物入れ（使用済みオムツ・着替えを入れるもの  ビニール袋・レジ袋など） 

□お薬・お薬の説明書 

□保険証・医療証 

□母子手帳、お薬手帳 

 

☆食事・おやつは、市販されているものでもかまいません。 

お子様の症状に合ったもの、食べられそうなものをご用意ください。 

（特に嘔吐下痢症状がある場合は、レトルトのおかゆやゼリーなどご配慮ください） 

☆お忘れ物があった際は再度持ってきていただく場合がございます。 

☆保育中に不足となり、保育室で用意したものは実費負担となります。（紙オムツ￥50・おしりふき￥100 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（5）お預かり 

①健康状態等の確認 

  【病児・病後児保育医師連絡票】、【利用申込み兼与薬依頼書】を保育スタッフへお渡しください。 

  また、お子様について特にお知らせしたいことがある場合は、保育スタッフへお伝えください。 

②持ち物の確認 

薬の持参がある方は、薬の説明書と共に保護者の方と一緒に確認します。 

③利用料のお支払い 

    ④お預かり 

      容態の急変・それに伴うお迎え要請等で連絡を入れさせていただく事もございます。 

必ず連絡がつくようにお願いいたします。 

    ⑤お迎え 

      お迎え予定時間に遅れる際は必ずお電話ください。 

延長保育料・実費負担料についてはお迎えの際にお支払い頂きます。 

予約時間よりお迎えが早くなっても、頂いた利用料の返金は出来兼ねます。 

 

※無断キャンセル・キャンセル料の未払い・お迎え時間の遅刻、病児・病後児保育医師連絡票の不正利用があっ

た場合はご利用制限をかけさせていただきますので、予めご了承ください。 

 

 

6.お預かりの対象となる病気・ならない病気について 

 

【お預かりの対象となる病気】 

●重症を除き、急性期～回復期中の疾患 

●インフルエンザや胃腸炎・おたふくなどを含む、感染症疾患 

●やけどや骨折などの外傷性疾患の回復期 

●気管支喘息などの慢性疾患 

●その他医師が利用可能と判断した病気 

※インフルエンザ・流行性耳下腺炎に関しては、他児の利用がない場合に限ります。 

※感染力の強い疾患や重症化しやすい疾患に関しては、個々に利用の条件がございます。 

上記の病気であっても、医師の診察の結果、受け入れが困難と判断した場合は、利用をお断りする場合があ

ります。 

※充分配慮して感染対策を行いますが、複数の病児を受け入れる病児保育室の特性上、二次感染の可能性を

ご理解いただいた上でご利用ください。また、適切な時期の予防接種を忘れずにお願いいたします。 

 

 

 

 

 

＊詳しい対象疾患＊ 

風邪（ヘルパンギーナ、RS ウイルス、手足口病、 

アデノウイルス、ヒトメタニューモウイルスなど）、 

肺炎、周期性嘔吐症(自家中毒)、突発性発疹、 

帯状疱疹、伝染性軟属腫、伝染性膿痂疹、 

伝染性紅斑、溶連菌感染症、急性咽頭気管支炎など 



 

 

 

【対象とならない病気】 

●感染力の強い麻疹・風疹・水痘・百日咳・流行性角結膜炎（はやり目）や、その疑いがある場合 

●インフルエンザで、発熱から 48 時間経過していない場合 

●細菌性胃腸炎、胃腸炎で血便が出ている場合 

●溶連菌感染症で抗生剤投与から 24 時間経過していない場合 

●喘息(中発作以上)や、血中酸素濃度が 96％に満たない状態 

●39.5℃以上発熱している状態(個々の熱耐性、全身状態、予防接種歴等により総合的に判断いたします) 

●熱性けいれん発症後 24 時間経過していない、または 24 時間経過後、受診していない場合 

●意識状態が普段と明らかに異なる状態 

●経口摂取ができない状態 

●嘔吐・下痢などにより、重度の脱水症状が認められる状態 

●症状が重く、点滴治療を必要とする状態 

●歳を過ぎて MR（麻疹風疹混合ワクチン）未接種の状態 

●医師の診察により利用が困難と判断された場合 

  ※新型コロナウイルス感染症はご利用条件がございますので、お問い合わせください。 

 

 

 

 

令和 4 年 5 月改定 

   令和 5 年 4 月改定  

令和 5 年 8 月改定  

令和 6 年 1 月改定   

               

HP       LINE 

病児保育室チルチルミチル 
〒204-0021 東京都清瀬市元町 1-8-30 

℡090-9809-4150 


